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市 議 会 全 員 協 議 会 資 料 

市立芦別病院事務部事務課 

市立芦別病院の経営健全化に向けた取り組み及び経営形態の見

直しについて 

市立芦別病院経営健全化計画書（平成３０年３月策定）より抜すい 

第４ 資金不足比率を経営健全化基準未満とするための方策 

 １ 収入増加の方策 

①医師確保や病棟再編に伴う診療収入の増加（平成３１年度から） 

   過去に貸与を行った医師修学資金の貸与者２名（初期研修修了者１名及び後期 

研修修了者１名）が平成３１年度に当院に採用となるなど、常勤医師の増加に伴 

う患者数の増加により増収が見込めることになります。 

   また、患者数の増加により、入院病床が不足する場合には、第３に記載（詳細 

は下記のとおり）の病棟再編を行うことで、入院患者の増加が見込め、これによ 

り診療収入の増加を図ります。 

  ※病棟再編の概要 

・現在休床中の３階東病棟（４５床）を再開するとした場合には、１病棟増や

すことによる看護スタッフの不足や、３階を含め、すべての階が稼働するこ 

とにより、今以上に光熱水費などの経費を要することから、一般病床を３階に

集約し、療養病床を４階に移動させ、５階を使用しないフロアとすることで経

費の削減を図る。 

 なお、この場合、入院患者１人当たりの床面積を８㎡以上とすることによっ

て「療養環境加算（１日につき） ２５点」を算定して増収も図ることとし、

一般病床の５床室を４床または３床に、７床室を５床に、それぞれ間引く。 

   ３階病棟   ４５床→ ６０床（３西復活分２６床分を含む） 

   ４階病棟   ５３床→ ４０床（一般病床→療養病床） 

   ５階西病棟  ３１床→  ０床 

   ∴一般病床  ９８床→ ６０床…△３８床（実質＋７床） 

    療養病床  ３１床→ ４０床… ＋９床 

    合  計 １２９床→１００床…△２９床（実質＋１６床） 
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②療養環境加算の取得（平成３１年度からを予定） 

   上記の病棟再編により、一般病床の１人当たりの床面積を８㎡以上とすること 

によって「療養環境加算（１日につき） ２５点」を算定して増収を図ります。 

※効果額 

・一般病床６０床のうち、個室１３床を除く４７床を対象とし、病床利用率 

を８０％とする場合 

 ４７床×３６５日×８０％×２５０円＝３，４３１，０００円 

③特別室の増室（平成３１年度からを予定） 

   上記の病棟再編により、現在は、重症部屋３室を含めて６室しかない個室が、 

  ３階で一病棟となると、重症部屋３室を含め１３室となることから、特別室を７ 

  室増やすことにより増収を図ります。 

※効果額 

・７床増床となるうち、利用率を８０％とする場合 

 ７床×３６５日×８０％×２，１６０円＝４，４１５，０４０円 

④不採算地区病院の運営に要する経費の増加（平成３１年度から） 

   現在の許可病床数は１２９床で、そのうち４５床を休床して８４床を稼働病床 

としていますが、今後、４５床を復活させるような患者数の増加は見込めないこ 

とから、一定の病床数を返上することとします。 

その際、総務省の繰出基準に挙げられている項目の一つである「不採算地区病 

院の運営に要する経費」について、その財源となる特別交付税の算定に当たり、 

許可病床数を１００床とした場合が最も高額となることから、２９床削減して 

１００床とし、上記の病棟再編による病床数を目標とします。 

※効果額 

・現行： 

８９９千円×（１００－（１２９－１００）×２）＝３７，７５８千円 

・変更後：８９９千円×１００床＝８９，９００千円 

∴差引：５２，１４２千円の増収 



２ 費用削減の方策 

①退職不補充などによる人件費の削減（従来から継続） 

   定年退職後の職員の採用を最低限に抑えることにより、人件費の削減に努めま 

す。 

  ※具体的な内容 

Ｈ３１：看護師２名退職（修学資金貸与者１名採用） 

Ｈ３２：看護師３名退職（修学資金貸与者３名採用）、准看護師１名退職、看

護助手２名退職、診療放射線技師１名退職（１名採用） 

Ｈ３３：看護師２名退職（修学資金貸与者２名採用）、准看護師１名退職、看

護助手１名退職 

Ｈ３４：看護師３名退職（修学資金貸与者２名採用）、看護助手２名退職 

②診療材料の共同購入（平成２９年度から） 

  従来、医療材料等の購入に当たっては、業者との価格交渉により費用削減を図 

ってきましたが、平成２９年８月に全国規模の共同購買サービスに加盟したこと 

により、廉価で共同購買が可能となる標準品の採用や、合わせて提供されるベン 

チマークの活用により同規模病院での平均的な購入価格を把握して業者との価 

格交渉を進めるなど、更なる費用削減に努めます。 

  ※具体的な内容 

Ｈ２９：検査用手袋等を標準品（共同購入対象品）に切り替えることによる削

減（Ｈ３０年１月から） 

Ｈ３０：上記に加え、輸液セット等を標準品に切り替えることによる削減 

Ｈ３１以降：毎年、標準品切り替えによる削減額が１割以上増えることを目標

③光熱水費の削減（平成３０年度から） 

   電気料について、新電力への移行による削減に努めるとともに、上下水道料の 

削減に向け、節水器具の導入を図ります。 

※具体的な内容 

○新電力への移行：削減率を 2.0％として試算～579,192 円/年 

○節水器具の導入：年間削減額－導入経費＝543,216 円/年 

④修学資金貸付金の削減（平成２９年度から） 

看護職員の適正な配置を図るため、看護師修学資金の貸与枠をＨ３０から３名 

を２名に縮小（Ｈ２９に５名を３名に縮小済）することと合わせ、医師修学資金 

の貸与を一時休止し、起債借り入れ分を差し引いた一般財源分の削減を図ります。 
















